
○神戸市住居等における廃棄物その他の物の堆積による地域の不良な生活環境の改善に関する条例

施行規則

平成28年7月29日

規則第12号

(趣旨)

第1条　この規則は、神戸市住居等における廃棄物その他の物の堆積による地域の不良な生活環境の改善に

関する条例(平成28年6月条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとす

る。

(規則で定める当該建物等に係る堆積者の親族)

第2条　条例第4条第3項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1)　配偶者

(2)　民法(明治29年法律第89号)第877条に定める扶養義務者

(身分証明書)

第3条　条例第7条第7項及び第13条第2項に規定する身分を示す証明書は、様式によるものとする。

(施行細目の委任)

第4条　この規則の施行に関し必要な事項は、主管局長が定める。

附　則

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

様式(第3条関係)
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